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      木造住宅の耐震診断・耐震補強工事、危険なブロック塀等の撤去・新設、建物のアスベスト含有調査の補助を行います！
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令和６年度の受付を令和６年４月より開始します！


通常４～６万円程度かかる耐震診断費用が3,000円から実施可能となりました！


危険なブロック塀等の撤去・新設の補助事業を令和元年度新たに創設しました！



耐震補強工事のための設計費用補助が令和６年度から可能となりました！


 


１．木造住宅耐震診断補助事業


対象木造住宅必須要件


	昭和56年５月31日以前に着工された１戸建て木造住宅（在来工法として計算可能なもの）
	階数が２階以下、延べ床面積500m2以下
	専用住宅又は併用住宅（住宅部分が過半）※共同住宅及び長屋住宅は対象外

	 



対象となる耐震診断


「愛媛県木造住宅耐震診断事務所」の登録を受けた建築士事務所（以降、登録事務所）が、「愛媛県木造住宅耐震診断マニュアル」に基づき実施し、愛媛県建築物耐震評価委員会（以降、評価委員会）の評価を受ける耐震診断

 


補助金の額


いずれかを選択することができます。


	補助金方式：補助対象経費の３分の２（限度額４万円）
	建築士派遣方式※：四国評定委員会による審査の場－評定手数料3,000円／件

	　　　　　　　　　民間審査機関による審査の場合－評定手数料9,900円／件



※2.建築士派遣方式を選択した場合は、建築士会が派遣する建築士が業務を行うこととなりますので、申請者が建築士に直接依頼する行為が不要となります。また書類のやり取りも軽減できます。

 


対象戸数


	補助金方式：３戸（先着受付順）
	建築士派遣方式：20戸（先着受付順）

	 



２．木造住宅耐震改修等補助事業


対象木造住宅必須要件


市補助耐震診断・精密診断法で『倒壊する可能性がある、高い』と診断された法令違反とならない住宅

 


補助対象者


対象となる住宅の所有者（親子関係含む）等で市に対する税の滞納が無い者

 


補助対象経費


	耐震改修設計（耐震評価委員会の評価を受けるもので、改修後の総合評点が1.0以上となるもの）
	耐震改修工事（事前に耐震評価委員会の評価を受けたもので、改修後の総合評点が1.0以上となるもの）
	瓦屋根の耐風改修工事（2.耐震改修工事と合わせて行うもの）

	 



補助金の額


	耐震改修設計：補助対象額の３分の２（限度額20万円）
	耐震改修工事：補助対象額の５分の４（限度額100万円）
	瓦屋根の耐風改修工事：補助対象額の100分の23（限度額55万２千円）

	 



代理受領制度の活用


代理受領制度を活用すれば、補助金は市から直接施工業者に支払うので、申請者は業者に差額を支払うだけでよいため、申請者がいったん全額を支払う必要がなく、負担が軽減されます。

 


対象戸数


予算の範囲内（先着受付順）

 


３．ブロック塀等安全対策事業（除却・新設）


対象となるブロック塀等


老朽危険度及び道路への悪影響の程度が市で定める基準に満たすもの


※申し込み（募集期間：４月１日～５月３１日）後、職員が現地調査を行い判定します。審査により補助決定を行うため、着工可能な時期は7月初旬以降となる予定です。

 


補助対象者


対象となる住宅の所有者（親子関係含む）等で市に対する税の滞納が無い者

 


補助金の額


補助対象額（８万円／m以内）の３分の２（限度額30万円）

 


募集期間


４月１日～５月３１日


※診断申込に対する交付決定総額が予算額を下回った場合は、随時受付となります。

 


対象件数


予算の範囲内

 


４．建築物アスベスト対策事業（含有調査費用補助）


対象建物


市内に在る住宅、建築物（構造・用途制限無し）

 


補助対象者


対象となる住宅の所有者（親子関係含む）等で市に対する税の滞納が無い者

 


対象となる調査


複数のアスベスト含有調査事務所から見積提出可能なもの

 


補助金の額


補助対象経費以内の額（限度額25万円）

 


対象戸数


予算の範囲内

 


５．共通事項


受付期間


令和６年１２月２７日（金）まで　※対象件数に限りがあるため早く終了する場合もあります。

 


申込方法等


詳しくは、建設課（保内庁舎1階）までご相談ください。

相談時、可能な範囲で建築確認、登記簿等で建築年月日や構造を調べておいてください。

※平日の業務時間内に耐震診断・改修・アスベスト含有調査に関する相談窓口を設置しています。

 


問い合わせ


産業建設部　建設課　都市デザイン室

TEL：0894-21-3139（内線2226）

（注）申請手続きは原則窓口申請です。郵送での申請は受付できませんのでご了承ください。

 


申請様式


【耐震診断補助事業（補助金方式）】


	申請書・様式名	形式
	様式第1号（第5条関係）	補助金申込書	WORD	PDF
	様式第6号（第8条関係）	補助金交付申請書	WORD	PDF
	様式第9号（第10条関係）	補助金請求書	WORD	PDF
	様式第4号（第7条関係）	変更・取止め承認申請書	WORD	PDF





【耐震診断補助事業（技術者派遣方式）】


	申請書・様式名	形式
	様式第1号（第7条関係）	補助金申込書	EXCEL	PDF





【耐震改修補助事業】


	申請書・様式名	形式
	様式第1号1（第7条関係）	補助金交付申請書	WORD	PDF
	様式第2-1号（第7条関係）	同意書	WORD	PDF
	様式第2-2号（第7条関係）	代理受領届出書	WORD	PDF
	様式第7号（第12条関係）	事業完了報告書	WORD	PDF
	様式第8号1（第12条関係）	完了時における報告書	WORD	PDF
	様式第9条1（第14条関係）	補助金請求書	WORD	PDF
	様式第9条2（第14条関係）	補助金の代理受領に係る委任状	WORD	PDF
	-	納付状況調査に係る同意書	WORD	PDF
	様式第4号（第9条関係）	変更承認申請書	WORD	PDF
	様式第5号（第10条関係）	交付申請等取下届出書	WORD	PDF
	様式第6号（第11条関係）	中止（廃止）承認申請書	WORD	PDF





【耐風改修補助事業】


	申請書・様式名	形式
	様式第1-2号（第7条関係）	事業実施計画書	WORD	PDF
	別表1-1	耐風診断調査票（一次診断）	WORD	PDF
	別表1-2	耐震診断調査票（二次診断）	WORD	PDF





【ブロック塀等安全対策事業】


	申請書・様式名	形式
	別表（第4条、第7条関係）	コンクリートブロック点検表	WORD	PDF
	様式第1号1（第7条関係）	補助金交付申請書	WORD	PDF
	様式第1号2（第7条関係）	事業実施計画書	WORD	PDF
	様式第2-1号（第7条関係）	同意書	WORD	PDF
	様式第2-2号（第7条関係）	代理受領届出書	WORD	PDF
	様式第7号（第12条関係）	事業完了報告書	WORD	PDF
	様式第8号2（第12条関係）	完了時における報告書	WORD	PDF
	様式第9条1（第14条関係）	補助金請求書	WORD	PDF
	様式第9条2（第14条関係）	補助金の代理受領に係る委任状	WORD	PDF
	-	納付状況調査に係る同意書	WORD	PDF
	様式第4号（第9条関係）	変更承認申請書	WORD	PDF
	様式第5号（第10条関係）	交付申請等取下届出書	WORD	PDF
	様式第6号（第11条関係）	中止（廃止）承認申請書	WORD	PDF





【アスベスト対策事業】


	申請書・様式名	形式
	様式第1号（第5条関係）	補助金交付申請書	WORD	PDF
	様式第6号（第9条関係）	事業完了報告書	WORD	PDF
	様式第8号（第11条関係）	補助金請求書	WORD	PDF
	-	納付状況調査に係る同意書	WORD	PDF
	様式第4号（第7条関係）	事業変更・取止め承認申請書	WORD	PDF




    






          
  この記事に関するお問い合わせ

    
      
産業建設部　建設課
郵便番号：796-8501
住所：愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
TEL：0894-36-1116
FAX：0894-37-2646
E-Mail：kensetu@city.yawatahama.ehime.jp
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八幡浜庁舎〒796-8501愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号アクセスはこちら

保内庁舎〒796-0292愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

TEL：(0894)22-3111（代表）FAX：(0894)24-0610（代表）その他市の関連施設の連絡先はこちら

開庁時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日までは除く）
窓口延長業務についてはこちら

法人番号：3000020382043
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